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平成２３年度「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」の実施に係る企画の

募集について 
 
独立行政法人環境再生保全機構では、環境保全活動を行っている民間団体

（NGO・NPO）が活動推進力や組織運営力を向上させることを目的に平成２３

年度「環境保全に取り組む NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」を全国４ブロ

ック（東北、関東・甲越、中国、九州・沖縄）で実施します。 
ついては、本件講座を実施する者を選定するため、企画を公募します。本件

業務の実施を希望する者は、以下の募集要領に基づき、平成２３年７月４日 
（月）までに企画書等を提出して下さい。 
 

平成２３年５月２７日 
独立行政法人環境再生保全機構 
地球環境基金部地球環境基金課 

 
平成２３年度「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」の実施に係る企画

募集要領 
 
１ 目的、業務期間及び予算の規模等 
 （１）目的 

 環境保全活動を効果的に推進していくためには、NGO・NPO の特色を生か

した活動と組織の運営が不可欠です。また、NGO・NPO 間の協力・異なる主

体間のパートナーシップ（協働）の形成に取り組むことで、活動の幅を広げ

ることができます。 
 このため、環境保全活動に取り組む NGO・NPO が、地域において環境分野

の課題解決に向けた取り組みを推進させ、または組織運営に係る知識、技術

を習得することにより、活動推進力や組織運営力を強化し、またはパートナ

ーシップ（協働）の推進のための企画、調整力の向上に資する講座を実施す

ることで、NGO・NPO の基盤強化と活動の発展を図るものとします。 
 
（２）業務期間 

契約締結日から講座実施後４０日 
 

（３）予算の規模 
４ブロックの総額で８８０万円程度 
上記予算規模は４ブロック全ての採択企画の予算の総額とします。なお、

各ブロックの予算は必ずしも上記予算規模の按分とはなりません。 
  
（４）採択予定件数 
 各ブロック１件 
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２ 企画内容 
平成２３年度○○○ブロック「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」

開催（ブロック名を明記して下さい。） 
 

３ 仕様書 
仕様書については、本企画募集要領と併せて環境再生保全機構内掲示板及

びホームページ（http://www.erca.go.jp/jfge/training/h23/kikaku_download.html）
に掲載していますので、本企画募集に参加される者は仕様書に基づいた企画

書等を「４」のとおり提出して下さい。 
 
４ 提出書類、提出期限等 
（１）提出書類 

本企画募集に参加される者は、以下の書類を各８部提出して下さい。 
①  平成２３年度○○○ブロック「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講

座」に係る企画書等の提出について（別添様式） 
②  平成２３年度○○○ブロック「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講

座」に係る企画書（様式自由） 
③ 平成２３年度○○○ブロック「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」

に係る業務を実施するために必要な経費の全ての額（消費税及び地方消

費税を含む）を記載した経費明細書（参考様式参照） 
④ 団体の概要（別添１のとおり） 
⑤ 団体の活動実績（別添２のとおり） 
⑥ 提出者の概要がわかる資料（定款等） 
⑦ 提出者の平成２２年度収支決算（見込）書及び財産状況がわかる資料（貸

借対照表等） 
（２）提出期限 

平成２３年７月４日（月）までの次の時間帯とします。 
午前９：３０から午後６：００まで（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

（３）提出場所 
  「１１」に記載。 
（４）提出方法 

持参するか郵送で提出して下さい。なお、郵送の場合も提出期限内に必着

とします。 
（５）提出に当たっての注意事項 

① 提出された企画書等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消し

を行うことはできません。また、返還も行いません。提出された企画書

等は、提出者に無断で使用いたしません。 
② 複数のブロックへの応募は可能ですが、応募者当たり各ブロックいずれ

か１件の企画のみ提出可とします。 
③ 虚偽の記載をした企画書等は、無効とします。 
④ 企画書の提出者の要求される資格を満たさない者が提出した企画書等は、   

無効とします。 
⑤ 企画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 
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５ 企画書の提出者に要求される資格 
（１） 独立行政法人環境再生保全機構契約事務取扱細則第 5 条の規定に該当し

ない者であること。 

（２）地域の NGO・NPO の環境保全活動について豊富な経験及び知見を有する

団体又は NGO・NPO 組織運営について豊富な知見を有し、その知見等を

活かした組織運営等に係る研修・講座等の実施に実績を有する団体 
 

６ 審査の実施 
（１） 審査は、『「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」の企画審査につ

いて』（別紙１）及び『「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」に係

る企画書審査基準及び採点表』（別紙２）に基づき、提出された企画書等

について行い、各ブロックにつき事業の目的に最も合致し優秀な企画書

等を提出した一団体を選定し、契約候補者とします。ただし、優秀な企

画書等の提出がなかった場合は、この限りではありません。 
（２）仕様書に提示されている項目・内容以外に効果的な方法・内容が企画書

に提案されている場合、企画審査において加点評価を行います。 
（３）審査結果は、企画書等の提出者に遅滞なく通知します。 
 
７ 契約の締結 

 企画競争の結果、契約候補者として選定されたとしても、独立行政法人環

境再生保全機構契約事務取扱細則に基づく契約手続の完了までは、機構との

契約関係を生ずるものではなく、契約候補者から提出される経費明細書を含

む企画書を再確認したうえで、契約を締結します。 
 
８ 企画内容の変更 
（１）提案された企画書の内容の実施に向けて、詳細を機構と協議・調整する

ことから一部内容が変更される場合があります。 
（２）上記（１）を除き、契約候補者は提案内容の実施が義務付けられます。 
 
９ 契約情報の公表 
（１）落札及び随意契約の公表 

契約を締結したときは、後日、当該契約情報を当機構のホームページに

おいて公表する。 

（２）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に伴う公表 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針（平成 22年 12月 7日閣議決定）において、独立行政法人と

一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状

況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組

を進めるとされているところです。 

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホ

ームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び

情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていた

だくようご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたも
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のとみなされていただきますので、ご了知願います。 

①公表の対象となる契約先 

     次のいずれにも該当する契約先 

     １）当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職してい

ること又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験

者）が役員、顧問等として再就職していること 

２）当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上

を占めていること 

※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契

約等は対象外 

②公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数

量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公

表します。 

１）当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構 OB）の人

数、職名及び当機構における最終職名 

２）当機構との間の取引高 

３）総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、

次の区分のいずれかに該当する旨３分の１以上２分の１未満、２分の

１以上３分の２未満又は３分の２以上 

４）一者応札又は一者応募である場合はその旨 

   ③当方に提出していただく情報 

１）契約締結日時点で在職している当機構 OB に係る情報（人数、現在

の職名及び当機構における最終職名等） 

２）直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間

の取引高 

   ④公表日 

  契約締結日の翌日から起算して原則 72 日以内（4 月に締結した契約に

ついては原則 93日以内） 

 
１０ その他 
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 
   日本語及び日本通貨とします。 
（２）企画書等提出物や記載事項に不備があった者は失格とします。 
（３）採択、不採択については個別に連絡いたします。 
 
１１ 資料配布場所、提出場所および問合わせ先 

独立行政法人環境再生保全機構 
地球環境基金部地球環境基金課 担当：﨑枝、吉見 
（所在地）〒212－8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セ

ントラルタワー８Ｆ 
（電 話）044－520－9505 
（ＦＡＸ）044－520－2190 
（Ｅ-mail）c-kikin@erca.go.jp 

mailto:c-kikin@erca.go.jp


 
 

○独立行政法人環境再生保全機構契約事務取扱細則（抄） 

平成16年4月1日 

細則第20号 

 

 

(一般競争等に参加させないことができる者) 

第5条 機構は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後、資格停止期間を定め

て一般競争等に参加させないことができる。ただし、以下の各号の二以上に該当すると認められるとき、

又は、極めて悪質な事由若しくは極めて重大な結果を生じさせたときは、一般競争等契約に参加させな

い期間を延長することができるものとする。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者に

ついても、また同様とする。 

(1) 契約の履行に当たり故意又は過失（瑕疵が軽微であると認められる場合を除く。）によって工事、製

造若しくは調査を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為その他信義則に反し

た行為をした者 

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者 

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

(6) 前各号の一に該当する事実があった後、資格停止期間を経過しない者を、契約の履行に当たり、

代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

2 契約担当職等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争等に参加させ

ないことができる。 

3 第１項の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。 

 



（別添様式） 

  

平成  年  月  日 
 
独立行政法人環境再生保全機構 

地球環境基金部長 西久保 裕彦 殿 
 
 

所 在 地 
名 称 
代表者氏名            印 
 
 
 

平成２３年度○○○ブロック「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」に係る

企画書等の提出について 
 
 

標記の件について、次のとおり提出します。 
 
１ 平成２３年度○○○ブロック「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」に

係る企画書 
 
２ 経費明細書 
 
３ 団体の概要（別添１のとおり） 
 
４ 団体の活動実績（別添２のとおり） 
 
５ 定款等 
 
６ 平成２２年度（又は年）収支決算（見込）書及び貸借対照表等 

 
 

（担当者） 
氏 名： 
TEL/FAX： 
E - m a i l： 
 



 
別添１ 

  

団体の概要 

（ふりがな）  代表者役職名： 

団 体 名   代表者氏名： 

主たる事務所

の所在地 

〒 

 

                 TEL： 

団体設立年月       年   月 

組  織 

組織の構成 会員等を有する場合は、その内容・人数 

 個人会員   名／年会費    千円 

法人会員   名／ 〃     千円 

常勤の役員数    人（内有給  人） 

非常勤の役員数   人（内有給  人） 

常勤の職員数    人（内有給  人） 

非常勤の職員数   人（内有給  人） 

主な業務内容 

 

 

 

 

 

 

設備などの

状況 

 

活動実績 
NGO・NPO に

対する組織運

営等に係る研

修・講座等の開

催実績 

地域の NGO・NPO の環境保全活動に関する実績（詳細は別添２に記載のこと。）

組織運営等に係る研修・講座の実績（詳細は別添２に記載のこと。） 

財政状況 

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 

総収入    

総支出    

当期損益    



 

  

直近３年間の活動実績について 

実施期間 

 

対象国・地域 内  容 

（協力団体の有無、活動人数等を含めること） 

実績または成果 

 

平成  年  月 

    ～  

平成  年  月 

   

平成  年  月 

    ～  

平成  年  月 

   

平成  年  月 

    ～  

平成  年  月 

   

＊ 1．その他活動内容を説明する資料・地図等があれば添付してください。 

＊ 2．環境保全活動に関する実績、組織運営等に係る研修・講座の実施の実績に分けてそれぞれ作成し

てください。 

＊ 3．実績が複数ある場合は複写してください。 

別添２



 

  

「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」の企画審査について 
 

１ 企画審査委員会の設置 
（１） 環境再生保全機構内に企画審査委員会を設置する。 
（２） 企画審査委員会は、提出された企画書等の内容について審査を行う。 

構成（充て職） 
    委員長 地球環境基金部長 
    委員（委員長代理） 地球環境基金課長 
     地球環境基金課調査役 
     地球環境基金課係員 
     基金管理課長又は基金管理課長代理 
     経理課長又は経理課長が指名する者 
 

※上記以外の者についても必要に応じて委員長により指名することができるものと

する。 
※企画審査委員会開催時に委員長不在のときは、企画審査委員会の運営を委員長代

理が行い、その結果を委員長に報告する。 
 

     
２ 企画書等の審査 
（１）『「環境 NGO・NPO 活動推進・組織運営講座」に係る企画書等審査基準及び採点表』

（別紙２）に基づき、審査委員会にて審査を行う。なお応募のあった企画書が５件

より多い場合は、上記審査委員会のうち、委員長代理、地球環境基金課調査役、地

球環境基金課係員により一次審査を行う。 
【採点基準】 

 5 点満点  10 点満点 
優れている 5 点  

 
×2 

 

やや優れている 4 点 
普通 3 点 
やや劣っている 2 点 
劣っている 1 点 

  
（２）（１）の採点結果を整理し、各委員の総合計を合算した総得点の高い点数を得た者を

契約候補とする。ただし、各委員の基本点合計を合算した採点合計の平均点が７０

点の１／２に満たない場合は、契約候補者に該当しない。 
（３）総得点が同点の場合は、次の基準で契約候補を選定する。 

①「５点」の数が多い者を契約候補者とする。 
②「５点」の数が同数の場合は、「４点」の数が多い者を契約候補者とする。 
③「４点」の数が同数の場合は、「３点」の数が多い者を契約候補者とする。 

別紙１



 

  

④「３点」の数が同数の場合は、委員長を除く委員の投票により選定する。 
⑤「０点」が一つでもある場合は、比較対象としない（「その他特記事項」欄は除く）。 

 
３ 企画審査結果の報告 

企画審査委員会は、審査結果を担当理事へ報告する。 



 

  

「環境NGO・NPO活動推進・組織運営講座」に係る 
企画書等審査基準及び採点表 

応募者：                  
      委員名：                

項目 審査項目 配点 採点 備考 

１ 企画内容 全体企画の妥当性 5点 点  

本業務の範囲

の妥当性 

業務内容の理解度 5点 点  
効果的な実施に向け分析され

た内容か 5点 点  

プログラムの

妥当性 

テーマ設定の妥当性 5点 点  

講座形態、全体構成の設定の的

確性 5点 点  

講座のプログラム（延べ時間、

時間配分、講師等の設定）の妥

当性 
5点 点  

業務実施体制

の妥当性 

実施体制（契約時から業務完了日

までのスケジュール、担当者等役

割分担及び実施当日のファシリテ

ーター、事務局スタッフの配置等）

の的確性 

5点 点  

集客方法、広報の妥当性 5点 点  

参加者（受講者）の意見・要望等の把握 5点 点  

２ 提案者の実

績 過去3年間にお

けるNGO・NPO
に対する組織

運営等に係る

研修・講座等の

開催実績 

地域のNGO・NPOの環境保全

活動に関する実績の有無 5点 点  

組織運営等に係る研修・講座実

施の実績の有無 5点 点  

財務状況から

見た場合、実

施可能か 

財産状況から見た場合、実施可

能か 5点 点  

３ 企画実現の

ための必要

な経費内訳 提案内容に対する価格及び積算内訳の妥当性 
5点×2 点 

 
 

基本点合計 
 70点   

４ その他特記

事項 その他、全体を通して評価すべきことがあるか 5点 点  

加  算  点 点  

総  合  計 点  
注）基本点（70点）に、項目４の「その他特記事項」について、該当がある場合は得点を加減算し、総合計とする。 
 

別紙２



単位：円
経費区分 内　容 　 消費税込の表示 税引後の表示 備考

人件費 A @ × 人日 ＝ 0 0
B @ × 人日 ＝ 0 0
C @ × 人日 ＝ 0 0

人件費計 計 0 0
業務費
　謝金 講師謝金

(1) @ × 日 　 ＝ 0 0
(2) @ × 日 　 ＝ 0 0
(3) @ × 人 　 ＝ 0 0

小計 0 0
　旅費

講師旅費
(1) @ × 人 　 ＝ 0 0
(2) @ × 人 　 ＝ 0 0
(3) @ × 人 　 ＝ 0 0

小計 0 0
職員旅費
(1) @ × 人 　 ＝ 0 0
(2) @ × 人 　 ＝ 0 0

小計 0 0
小計 計 0 0

　印刷製本費 案内状
(1) 0
(2) 0

小計 0 0
当日配布資料
(1) 0
(2) 0

小計 　 0 0
小計 計 0 0

　通信運搬費 案内状発送
@ × ヶ所 ＝ 0 0

小計 0 0

資料等発送
@ × 回 ＝ 0 0

小計 0 0
小計 計 0 0

借料及び損料 (1) 施設利用料 @ × ＝ 0 0
(2) 備品費 @ × ＝ 0 0

小計 計 0 0
　会議費

小計 計 0 0
　消耗品費 0

0
小計 計 0 0

　外注費 協力団体委託

(1) 0 別紙内訳

(2) 0 別紙内訳

小計 　 　 　 　 　 　 　 計 0 0

　賃金 賃金

(1) アルバイト賃金 @ × 人 ＝ 0 0

小計 計 0 0

　雑役務費 (1) 0

(2) 0

小計 計 0 0

業務費合計 0 0

一般管理費 ｛人件費＋業務費-（外注費＋印刷製本費）｝×15％以内

( 0 ＋ 0 - ）× 0.15

＝ 0

参加料 　

@ × 名 ＝ 0 0
小計 　 　 　 　 　 　 　 計 0 0

業務価格 0
消費税及び地
方消費税 0 × 5% ＝

別紙様式第１号ー２

マイナス
表示

0

0

平成23年度「環境NGO・NPO活動推進・組織運営講座（○○○ブロック）」経費明細書（消費税課税団体用

　

0

＞

　合　計



　経費積算方法

 

１．業務費を算出するに際しては、謝金から外注費までの各費目について、消費税抜きの額で積算
してください。税引後の価格は、国内にて支出される経費については５％とし、１円未満は切り上げ
してください。 （「税引後の価格」＝「消費税込額」÷1.05）

５．研修参加料の徴収額に消費税を含めるか否かは、業務委託先の消費税の取扱いに準拠する
こととしてください。

２．人件費、謝金、賃金、保険料、一般管理費は消費税課税対象外となるため、「消費税込額＝税
引後の価格」となります。所要額をそのまま積算してください。

※書類提出の際は、以下の文章を削除してください。

 

６．海外渡航費・交通費及び海外で提供を受けた役務は、消費税の課税対象外であるため、「消費
税込額＝税引後の価格」となります。所要額をそのまま積算してください。

７．保険料は消費税課税の対象外であるため、「消費税込額＝税引後の価格」となります。所要額
をそのまま積算してください。（海外での保険は不課税扱いとする。）

８．参加料の単価はマイナスの数値を入れて下さい（例えば一人１000円の場合は、－１000と入
力）。表示は▲と表示されます。

 

１０．業務費の積算に際しては、算出根拠が明らかな単価を用いてください。単価の算出根拠につ
いては、後日提出を求めることになります。

９．「税引後の金額」の「小計」欄は、各々の税引後の金額の合計金額であり、「税込金
額の小計」の100÷105ではありませんのでご注意ください。

 

３．消費税及び地方消費税額の計算方法
消費税及び地方消費税額については、課税対象外の経費を除き、支出に係わるすべての費目を、
一旦消費税抜きの額に補正した上で合算し、この合算額に５%を乗じた額としてください。（消費税
の重複計上を回避するため）

４．外注費（業務の一部を外部に委託するもの）も、課税対象外の経費を除き、税引後の価格に補
正した上で積算してください。但し、管理経費の重複を回避するため、一般管理費の上限額算出の
対象からは除外してください。



単位：円
経費区分 内　容 　 消費税込の表示 税引後の表示 備考

人件費 A @ × 人日 ＝ 0 0
B @ × 人日 ＝ 0 0
C @ × 人日 ＝ 0 0

人件費計 計 0 0
業務費
　謝金 講師謝金

(1) @ × 日 　 ＝ 0 0
(2) @ × 日 　 ＝ 0 0
(3) @ × 人 　 ＝ 0 0

小計 0 0
　旅費

講師旅費
(1) @ × 人 　 ＝ 0 0
(2) @ × 人 　 ＝ 0 0
(3) @ × 人 　 ＝ 0 0

小計 0 0
職員旅費
(1) @ × 人 　 ＝ 0 0
(2) @ × 人 　 ＝ 0 0

小計 0 0
小計 計 0 0

　印刷製本費 案内状
(1) 0
(2) 0

小計 0 0
当日配布資料
(1) 0
(2) 0

小計 　 0 0
小計 計 0 0

　通信運搬費 案内状発送
@ × ヶ所 ＝ 0 0

小計 0 0

小計 0 0
資料等発送

@ × 回 ＝ 0 0
小計 0 0

小計 計 0 0
借料及び損料 (1) 施設利用料 @ × ＝ 0 0

(2) 備品費 @ × ＝ 0 0
小計 計 0 0

　会議費

小計 計 0 0

　消耗品費 0

0

小計 計 0 0

　外注費 協力団体委託

(1) 0 別紙内訳

(2) 0 別紙内訳

小計 　 　 　 　 　 　 　 計 0 0

　賃金 賃金

(1) アルバイト賃金 @ × 人 ＝ 0 0

小計 計 0 0

　雑役務費 (1) 0

(2) 0

小計 計 0 0

業務費合計 0 0

一般管理費 ｛人件費＋業務費-（外注費＋印刷製本費）｝×15％以内

( 0 ＋ 0 - ）× 0.15

＝ 0
雑収入 参加料　

@ × 名 ＝ 0 0

小計 　 　 　 　 　 　 　 計 0 0

業務価格 0
消費税及び地
方消費税 ＝

別紙様式第１号－２－②

マイナス
表示

平成23年度「環境NGO・NPO活動推進・組織運営講座（○○○ブロック）」経費明細書(非課税団体用）

　

0

＞

　合　計 0



　経費積算方法

４．消費税及び地方消費税額の計算方法
課税対象経費に係る消費税額から、参加料に係る消費税を引いた額を計上してください。計算方
法は、「消費税及び地方消費税額＝｛（業務費の消費税込額の合計ー業務費の税引後の価格の
合計）－（参加料税込額ー参加料税引後の価格）｝となります。

５．外注費（業務の一部を外部に委託するもの）も、課税対象外の経費を除き、税引後の価格に補
正した上で積算してください。但し、管理経費の重複を回避するため、一般管理費の上限額算出の
対象からは除外してください。

８．参加料の単価はマイナスの数値を入れて下さい（例えば一人1000円の場合は、－1000と入
力）。表示は▲と表示されます。

９．「税引後の金額」の「小計」欄は、各々の税引後の金額の合計金額であり、「税込金
額の小計」の100÷105ではありませんのでご注意ください。

６．海外渡航費・交通費及び海外で提供を受けた役務は、消費税の課税対象外であるため、「消費
税込額＝税引後の価格」となります。所要額をそのまま積算してください。

７．保険料は消費税課税の対象外であるため、「消費税込額＝税引後の価格」となります。所要額
をそのまま積算してください。（海外での保険は不課税扱いとする。）

※書類提出の際は、以下の文章を削除してください。

２．人件費、謝金、賃金、保険料、一般管理費は消費税課税対象外となるため、「消費税込額＝税
引後の価格」となります。所要額をそのまま積算してください。

３．研修参加料の徴収額に消費税を含めるか否かは、業務委託先の消費税の取扱いに準拠する
こととしてください。

１．業務費を算出するに際しては、謝金から外注費までの各費目について、消費税抜きの額で積算
してください。税引後の価格は、国内にて支出される経費については５％とし、１円未満は切り上げ
してください。 （「税引後の価格」＝「消費税込額」÷1.05）

１０．業務費の積算に際しては、算出根拠が明らかな単価を用いてください。単価の算出
根拠については、後日提出を求めることになります。



平成２３年度「環境ＮＧＯ・ＮＰＯ活動推進・組織運営講座」 
に係る企画書作成のための仕様書 

 
 本企画募集に参加される者は以下の仕様に基づき企画書等を作成し、募集要領の

とおり提出して下さい。 
 

1 企画書について 
（１）企画内容の要件 
① 講座内容 環境保全に取り組む NGO・NPO の活動推進力や組織運営力を

向上させることを目的に、下記のいずれかの内容の講座とし

てください。 
 
ⅰ）各地域において共通の課題を特定し、それについてワー

クショップや事例紹介等を通して課題解決に向けた議論を行

う講座とします。例えば、政策提言力やコーディネート力、

地域におけるパートナーシップ等の横断的な課題などを取り

上げることとします。 
 
ⅱ）環境 NGO・NPO のスタッフ等を対象として、会計・労

務・税務、資金調達、プロジェクトの管理等の組織運営に係

る知識及び技術の習得を目指す講座を構成します。 
なお、ⅱ）については、出前形式の企画も可とします。 
 

 
② 講座形態 受講者が一堂に会し、講座、活動に関する事例紹介、ワーク

ショップ等による講座とします。 
※出前講座の場合は、受託団体のスタッフ等が、受講団体へ

直接出向き、研修を実施する出前形式の講座とします。 

③対象者 環境分野で活動をしている団体の理事、スタッフ及びこれら

の団体の活動支援者等環境 NGO・NPO の活動推進力や組織運

営力向上に関心のある者 
④広報方法の提案 対象者に応じて適切な広報方法を提案して下さい。 
⑤受講者又は受講 
団体の選定 

受講者又は受講団体の選定方法を提案して下さい。 

⑥開催地域 各ブロック内の県庁所在地又は主要都市。 
なお、各ブロックには次の都道府県を含むものとします。 
・ 東北ブロック（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

福島県） 
・ 関東・甲越ブロック（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、



千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県） 
・ 中国ブロック（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県） 
・ 九州・沖縄ブロック（福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、

熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県） 
⑦ 開催日時 契約締結日～平成２３年１２月の間の２日程度とします。講

座内容に応じて適切な開催日程・開催時間・プログラムを設

定してください。 
※出前形式の場合は、契約締結日～平成２４年１月の間で１

団体当り最低２日以上とします。講座内容に応じて適切な開

催日程・開催時間・カリキュラムを設定してください。 

⑧ 定員 講座内容に応じて適切な定員及び受講団体数を設定してくだ

さい。 
⑨ 参加料又は受講

料 
１人又は１団体あたり１,０００円（参加者配布教材費等の経

費として参加料を計上したうえで経費明細書を作成してくだ

さい。なお、食費、宿泊費、開催地までの交通費は参加者負

担とします。） 

 
（２）企画書の作成 

上記（１）を踏まえて、企画書には次の項目について記入して下さい。 
① 講座内容を表すサブタイトル 
 ※ⅰ）活動推進力向上を目的とする講座又はⅱ）組織運営力向上を目的とする講

座のいずれかであることを記載し、その講座内容に応じたサブタイトルとするこ

と 
② 講座の趣旨・目的 
③ プログラム・カリキュラム（各講演・講義等の概要含む。） 
④ 開催日時 
⑤ 講座開催場所及び会場（※出前講座の場合は事前説明やヒアリング等で会場を使

用することがあれば記載すること） 
⑥ 講師（※出前講座の場合は派遣可能な講師等）・発表者等（講師・発表者等の経

歴を含む。） 
⑦ 募集案内（チラシ）掲載内容（表面、裏面、デザインを除く。） 
⑧ 募集案内（チラシ）の発送及び広報方法 
⑨ 受講者又は受講団体の理解度等の把握方法 
⑩ 業務の実施体制（講座運営の責任者、担当者、会計責任者等とその役割） 
⑪ スケジュール 
⑫ 業務に係る運営・管理方法（例：氏名、役職、担当する主な運営用務内容） 
⑬ 出前講座の場合は、受講団体の選定方法及び受講団体のニーズに応じた講義内容

容・派遣講師の決定方法も記載すること 
⑭ その他特記すべき事項 



２ 業務実施に関わる必要な経費について 
必要と認められる経費は下記（１）に係る（２）の部分とします。 

（１）業務内容 
① 業務実施計画書の作成 
② 講座受講者又は受講団体、講師等を含む関係者との連絡調整 
③ 講師等の手配 
④ 会場の確保 
⑤ 募集案内（チラシ）の作成及び受講者又は受講団体募集 
⑥ 講座・教材の準備及び受講者・受講団体リスト作成（電子データの作成含む。） 
⑦ 受講者又は受講団体の決定及び連絡調整 
⑧ 講座の実施 
⑨ 受講者又は受講団体の理解度等の把握及び内容評価 
⑩ 報告書の作成（実施概要、理解度等把握結果集計・分析を記載）２部 

（提出期限は業務終了後１ヶ月以内とします。） 
⑪ その他講座実施に必要な業務（資料作成等） 

 
（２）経費内訳 

費目は人件費、講師謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会

議費、消耗品費、外注費、賃金、雑役務費、一般管理費等とし、参考様式の経

費明細書を参照して下さい。 
 

３ 留意事項 
（１）業務実施における協議 

本業務の実施に当たり、本業務契約者は機構と協議の上、内容を決定する 
ものとします。 

 
（２）企画内容の履行義務 
  本業務契約者は上記（１）の場合を除き、企画内容の履行の義務を負うも 

のとします。 
 
（３）物品調達 

本業務に必要な物品の調達に当たっては、「国及び国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律」に基づき、あらゆる分野の環境負荷の低減に努めてい

く必要があるので、可能な限り、環境負荷の低減に資する環境物品等の調達を

行うこととして下さい。 
 

（４）仕様書に係る疑義の取り扱い 
本仕様書の内容に疑義が生じた場合、本仕様書により難しい事由が生じた場合、

あるいは本仕様書に記載のない事項がある場合については、独立行政法人環境

再生保全機構地球環境基金部地球環境基金課担当者と速やかに協議し、その指



示に従っていただきます。 
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